
ドローン（無人航空機）を飛行する場合には、様々な法律や条例による制限があります。
主たる法律として下記がありますが、その他にも、電波法（総務省），道路交通法，港則法
，港湾法，海岸法など様々な法律を遵守し、かつ、飛行場所の市町村及び、所有者・管理
者の承認・承諾が必要となります。

※都度⼿続で⾶⾏可 ※当社は許可承認済

航空法 所管

   ※航空法第１３４条の３第１項の規定に違反した場合は５０万円以下の罰⾦、同条第２項の規程による通報
    をせず⼜は、虚偽の通報をした場合は３０万円以下の過料の対象となります。

都度申請

※当社は⾶⾏不可 ※当社以外も⾶⾏不可

⾶⾏不可脳全国包括



小型無人機等飛行禁止法 所管


